
1999年第 69號法律公告

《〈強制性公積金計劃 (㆒般) 規例〉(第 485章，

附屬法例) 1999年 (生效日期) 公告》

1. 本㆟現根據《強制性公積金計劃 (㆒般) 規例》第 1條，指定 1999年 3月 12日為該規

例第 XIV部 (第 185至 191條除外) 開始實施的日期。

2. 本㆟現根據《強制性公積金計劃 (㆒般) 規例》第 1條，指定 1999年 8月 3日為該規例

以㆘條文開始實施的日期——

(a) 第 I部㆗尚未實施的條文；

(b) 第 II及 III部；

(c) 第 IV部 (第 32至 35條除外)；

(d) 第 V部 (第 56、59及 66條除外)；

(e) 第 VI部 (第 71條除外)；

(f) 第 VII至 X部；

(g) 第 XVI部㆗尚未實施的條文 (第 203條除外)；

(h) 附表 1至 4。
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